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杉並区は一昨年10月に「教育基本条例等に関する懇談会（会長：＊小松郁

夫）」を設置し、教育基本条例等について検討を始めました。８回にわたる議論の
結果が、昨年９月に「提言」としてまとめられたのです。その中身をのぞいてみると・・。

Ⅰ 教育を「人づくり」と位置づけています。
〈「提言」前文より〉 ……これまで資源の乏しい我が国は、国づくりの源泉は人間であるとして、人間を

大切にした人材育成を重視する伝統を貫いてきました。そのことによって、鋭い感性と高い精神性によって

独自の伝統文化を確立し、世界をリードする経済発展を成し遂げました。こうした国柄と国民意識は、激動

する国際社会の中でも決して失ってはならない、我が国の存在の基盤をなす礎とも言えるものです。

……『人づくり』では、教育の普遍性と国家や民族の中で長い歴史を通じて培い、伝えてきた伝統、風習、

制度、学問、思想、芸術などとともに、それら中心となってきた精神文化、そして時代性をふまえていく必要

があります。

教育とは、人間の自己形成の全

過程ともいえるもの。特に学習する

権利は最もベースになるものです。

ところが、この「条例」の提言では、

教育のあり方や人権・権利につい

てはまったく述べられていません。

今回の条例等にしようとしているものは、子どもの権「

利をどうのというお話じゃなくて、地域としてどういうふう

に次世代を担う人たちを育てていくか、そういう視点の中で

まとめようとしている条例等の内容でございます」 （教育

委員会庶務課長の発言10月1日）区議会文教委員会

Ⅱ 家庭を、「教育＝人づくり」

の原点と位置づけています。
子どもに対する教育は、第1義的に親

の責任であることを明らかにし、区民

は、各家庭で、子どもの接触の機会を

できるだけ多くもち、乳幼児期からの心

の教育やしつけの充実、成長過程に応

じた教育〈人づくり〉を行うよう努めること

とします。「提言：家庭」より

ちょっと待ってよ。なんでこんな

ことを条例で定めなければなら

ないの？ 「乳幼児期からの心の

教育」なんて法で規定できるもの

なのかしら？

さらに、「郷土愛を育む」ことまで

条例で定めようとしています。

できない親は条例違反？

＊小松郁夫： イギリスの教育改革、学校評価システムに詳しい研究者。 足立区では、IBMと共同して学校評価システムの試験導入を推進。

経団連が 年に作成した 「活力ある日本をめざして （奥田ビジョン）の刊行に協力。財界とも太いパイプを持ち、 2003 、 」



Ⅲ 「地域ぐるみで可能な限り参画し、

地域ぐるみで教育を進めるよう」

努力するとしています。
……学校は地域の学び舎として、地域の人々の意

思のもとに、また、地域の人々のボランティア活動

（有償・無償問わない）や自発的な寄付などの支え

のもとに、運営されることが望ましい姿といえます。

「提言：学校の充実」より

さらに、「地域でできることは、

地域にゆだねることを基本とする」

学校選択制で学校をとしています。

中心とした地域のつながりを

破壊したのはだれ？

これについての区議会文教委員会の答弁では……
…寄附のお話もありますけれども、これも企業の支援もあれば個人の支援もあろうかというふうにとらえていま「

す。これからの時代、そういうさまざまな地域の力、これはマンパワーもそうですし、お金のほうもそうですけれど

も、そういうものを生かしながら、…そういう取り組みがこれからの学校に必要だろうと。それでなければ、今後の

ニーズにどんどんどんどんこたえていくということになれば、それは税の負担というものに求めていかざるを得な

い。そういうことよりも、小さな政府の中で、地域の力を生かしていくほうが大切だろうというふうにとらえているとこ

ろでございます」 （教育委員会庶務課長の発言）

あえて条例として、拘束力・強制力を持たせようとしています。Ⅳ

……区は、０歳から就学前までの期間を範囲として、幼稚園・保育園といった就学前の受け入れ施設で

の教育（人づくり）のみならず、家庭教育も含めて、就学前教育を総合的に推進するものとします。また、区

内の幼稚園・保育園は、公立・私立を問わず、この条例に基づき区が定める「就学前教育プログラム」のも

とに、就学前教育を推進するものとします。

「提言：就学前教育の充実」より

提言の全文は区の資料室または以下のHPで見ることができます。

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/sugge_ordi_edu1909.pdf

人づくりにつきまして、懇談会の中で

は、特に行政に対してはさまざまな責務

を課し、また一方で、家庭や地域というと

ころに対しては努力義務のような形で、

努力を求めるような形でまとめられている

ところでございます。

（教育委員会庶務課長の答弁:

区議会分教委委員会で）

結局は、区でお金を出したくないという本音がぽろり
【具体例】

和田中での大手進学塾授業の件も、主催は地域本部とか。
「運営は参加者のＰＴＡ全員を実行委員とし、実行委員長のもとに自主的に行いますが、課題は帰

と藤原校長は言っています。しかし、「夜スペ」りのセキュリティだけなので、負担は軽いでしょう。」

を請け負うサピックスは、通常は帰りの警備は警備会社に委託しています。それを、安上がり
に保護者がやらされるということになるわけです。

これまでの自治体の条例は

「子どもの権利条約」の類で、
子どもの権利を守る立場で出されてい

ます。 しかし、今回の「条例」は、子ど
もや区民に「すべきこと」を上から注ぎ

こもうとするものです。道徳や心の

ありようを法的に、子どもや区民を
しばろうとしています。




